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千葉市農業委員会農業振興部会議事録 

 

平成２９年４月２８日千葉市農業委員会農業振興部会長 伊原 茂久は、平成２９年度

第１回農業振興部会を、千葉中央コミュニティセンター８階会議室「千鳥・海鴎」に招集

した。 

 

＜会議に付した議事＞ 

日程第１ 議事録署名人の選任について 

日程第２ 平成２９年度農業関係機関の事業計画について 

・千葉県千葉農業事務所 

・千葉みらい農業協同組合 

・千葉市経済農政局農政部 

 

＜出席委員＞（１６名中１４名） 

１番 中 村 公 江 ２番 齊 藤 元 治 

３番 野 崎 好 知 ４番 浅 川 政 明 

５番 花 島 豊 勇 ６番 近 藤 千鶴子 

７番 市 原   孝 ８番 安 井 誠 一 

９番 長谷川 政 美 １０番 植 草 隆 晴 

１１番 田 中 和 夫（農業振興部会長職務代理者）  １５番 伊 原 茂 久（農業振興部会長） 

１６番 小 川 友 安 １７番 西 郡 髙 夫 

 

＜欠席委員＞（２名） 

１３番 小 川 正 義 １４番 石 井 一 也 

 

＜関係機関説明員＞（８名） 

千葉県千葉農業事務所  企 画 振 興 課 長  野 澤 浩 子 

千葉県千葉農業事務所  普 及 改 良 課 長  引 地 美佐夫 

千葉みらい農業協同組合  指 導 経 済 部 長  佐久間 正 明 

千葉市経済農政局農政部  農 政 部 長  植 草 栄 司 

千葉市経済農政局農政部  農地活用担当部長  加 瀬 秀 行 

千葉市経済農政局農政部  農政センター所長 時 田  繁 

千葉市経済農政局農政部  農 政 課 長  石 出 信 仁 

千葉市経済農政局農政部  農業生産振興課長補佐 浅 野 洋 之 

 

＜事務局説明員＞（５名） 

次  長 岡 本 茂 之 次長補佐 橘 薗 俊 朗 

農地利用最適化推進班長 福 島  悟 主 査 補 中 澤 和 美 

主任主事 小 林 潤 子   
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（開会：午前１０時） 

 

ただいまから平成２９年度第１回農業振興部会を開会いたします。 

本日の出席委員は１６名中１４名ですので会議は成立しております。 

日程第１「議事録署名人の選任について」でございますが、慣例によ

り、議席番号順とさせていただきます。 

それでは、私より指名させていただきます。 

議席番号１番 中 村 公 江 委員 

議席番号２番 齊 藤 元 治 委員 

のご両名にお願いいたします。 

続きまして、日程第２「平成２９年度農業関係機関の事業計画につい

て」でございます。 

本日は、本年度、最初の部会でございますので、今後の部会活動

の一助とさせていただくため、農業関係機関の皆様に本年度の事業

計画などについて、ご説明いただきます。 

なお、質疑は、説明終了後に行います。 

説明の順序につきましては、はじめに千葉県千葉農業事務所、続い

て千葉みらい農業協同組合、最後に市農政部の順にお願いしたいと

思います。 

それでは、千葉県千葉農業事務所 野澤様、お願いします。 

 

改めまして、千葉農業事務所企画振興課の野澤でございます。 

私から企画振興課の業務につきまして、ご説明をさせていただきま

す。 

お手元の資料の１－①、千葉農業事務所事務事業の概要をご覧い

ただきたいと思います。 

始めに、１．「千葉地域農林業振興方針の策定」でございます。県の

農林水産業振興計画に基づきまして、これからの千葉地域における農

林業方針を示します「千葉地域農林業振興方針」を本年度、策定いた

します。県農林業振興方針のパブリックコメントが１０月下旬の予定とな

っておりまして、これと並行しまして地域方針を年度内に策定する予定

となっております。 

二つ目に、「人・農地プラン作成の支援」でございます。地域農業の

基本となります「人・農地プラン」の作成・更新業務を支援して、関連施

策を活用してまいります。千葉市では、全ての予定地区で作成済みで

はございますが、毎年見直しを行い地域の状況を反映させるようにとい
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うことが国から求められておりますので、農業事務所といたしましてもプ

ランの更新のお手伝いをしてまいります。 

三つ目として、「担い手育成及び集落営農の推進」でございます。認

定農業者や認定新規就農者の育成。集落営農や法人化の推進などに

より、多様な経営体の育成を進めてまいります。また、農地中間管理事

業の活用による農地の集積を図ってまいります。千葉県は、残念ながら

農地中間管理事業による農地の集積が全国でも低位の状況でござい

ます。国からも再三、非常に強い指導を受けております。国庫事業の

採択の際に影響が出る恐れもあることから、引き続き農地中間管理事

業の活用につきまして、ご協力くださいますようお願いいたします。 

四つ目としまして、「新規就農対策」でございます。新規就農相談セ

ンターを農業事務所に設置いたしまして、新規就農希望者の相談を受

付けております。また、農業次世代人材投資事業、旧青年就農給付金

でございますが、これの活用によりまして市とも連携して円滑な就農支

援をしてまいります。千葉市では、国・県の支援制度のほか、市独自の

研修制度や助成制度によりまして、新規就農者の確保・育成に大変成

果を上げていらっしゃいます。改めてお礼申し上げます。ここで、農業

次世代人材投資事業について、お願いがございます。資料１－②をご

覧ください。新規就農者に対するサポート体制の強化ということで、今

年度から「青年就農給付金」から「農業次世代人材投資事業」に組み替

えられた事業につきまして、右上の枠内にございますが、市町村が中

心となり、普及指導センター、農協、金融機関、農業委員会、指導農業

士などに所属する者で構成する新規就農者サポート体制を構築すると

いうことになりました。具体的には、右下の枠内にございますが、サポ

ート体制の中から、「経営・技術」、「資金」、「農地」、それぞれの担当者

を選任し、交付対象者、交付対象新規就農者１人に対して３名以上の

チームで、交付期間５年間を通じて徹底的にサポートしようというもので

ございます。皆様にご協力いただく内容ですが、次頁の②をご覧くださ

い。右枠の「２９年度から」をご覧ください。市町村段階で構築するサポ

ート体制のメンバーとしまして、４番目に「農地」の担当として、農業委

員会の「農業委員」と「農地利用最適化推進委員」が位置付けられてお

ります。「農業委員」と「農地利用最適化推進委員」にもご協力いただき

たいという内容でございます。どれくらいの頻度で活動しなければなら

ないかというと、次頁の③をご覧いただきますと、スケジュールとしまし

て、市町村の枠内の３番目に、交付対象者を訪問し、相談対応を６ヶ月

に１回程度、１０月、４月位に行っていただきたいと。また、現地確認
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に、８月、２月位に参加いただきたいと、国が想定しております。年に４

回現地活動ということで、負担が大きいので全てに参加いただかなくて

も、場合によっては新規就農者を呼んで面接するという形でも結構で

すので、何らかの形で関わっていただきたいという内容でございます。

農業委員の皆様は大変お忙しいということは重々承知しておりますが、

年間で２，０００人以上の離農者がいるという中で、新規就農者の確保・

定着が緊急の課題でございます。趣旨をご理解いただきまして、多くの

方にご参加いただきますようお願いいたします。 

では、最初の資料に戻りまして、５番目の「水田農業対策」でござい

ます。経営所得安定対策と併せまして、飼料用米の作付拡大を推進し

てまいります。なお、千葉管内では、主食用米の過剰作付はございま

せん。ご協力いただきまして、感謝申し上げます。ただ、千葉県全体で

見ますと、主食用米の過剰作付は全国ワースト１という状況でございま

す。こちらにつきましても、国から非常に強い指導を受けているところで

ございます。飼料用米の取り組みについて、お伺いすることがあるかも

しれませんが、その時はよろしくお願いいたします。 

続きまして６番、「園芸振興対策」でございます。園芸産地の生産力

強化を図るために、新「輝け！ちばの園芸」産地整備支援事業や産地

パワーアップ事業などを活用いたしまして、産地づくりや既存産地の整

備を支援してまいります。千葉市では、本年度産地パワーアップ事業

で３件の施設整備と１１件の機械導入が計画されているところでござい

ます。適切な事業実施をお願いいたしますとともに、引き続き補助事業

を有効に活用いただきまして、産地強化を図ってくださいますようお願

いいたします。 

次に、「畜産振興対策」でございます。地域の畜産クラスター協議会

と連携しまして、また、施設整備による経営環境の改善を支援いたしま

して、畜産経営の基盤を強化してまいります。また、水田を活用した自

給飼料の生産と飼料用米の利用拡大、マッチングを推進してまいりま

す。 

８番目として、「環境にやさしい農業の推進」でございます。ちばエコ

農業の栽培計画の承認、農産物の認証、エコファーマー計画の認定を

農業事務所で行っております。また、環境保全型農業直接支払交付金

の活用を支援しております。昨年度、千葉市ではカバークロップの取り

組みで１件申請がございました。また、農業用廃プラスチックの適正処

理を推進してまいります。 

９番目に「制度資金の推進」でございます。農業近代化資金などの
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制度資金を周知するとともに、適正な貸付審査や貸付後の調査、ま

た、制度資金活用による生産基盤の強化を推進してまいります。 

１０番目に「食品表示の適正化」でございます。ここで資料の訂正が

ございます。ＪＡＳ法とありますが、食品表示法の誤りでございます。食

品表示法と訂正ください。消費者の皆さんが農林水産物を適切に選択

できるようにスーパーなどの小売店、直売所などを訪問しまして、食品

表示法や米トレーサビリティ法に基づく適正な食品表示の指導を行っ

ております。また、国や消費者の皆さんから通報があった場合には、対

象店舗に赴きまして確認調査を行っております。また、事業者の方から

の食品表示についての問合せにも対応しております。直売所に新たに

食品を提供したいというような場合に、生産者からご相談いただく場合

もございます。 

次に、「有害鳥獣と中山間地対策」でございます。急増している有害

鳥獣による被害を防止するために電気柵の設置、箱わなの導入などを

支援してまいります。また、中山間地における草刈活動などの共同活

動を支援しております。これは主に市原市で行っております。 

次に、「食育活動の推進」でございます。「食」と「農」に関する知識

や、自ら「食」について考える習慣の大切さを伝える「食育」の取り組み

を幅広く推進してまいります。その推進の担い手となる食育ボランティ

アの育成と、活動を支援してまいります。また、本年度は、千葉地域食

と農の活動講演会の開催を予定しております。開催要領が整いました

らご案内を差し上げますので、ご参加についてご検討くださいますよう

お願いいたします。 

１３番目に皆様に大変関連が深い所でございますが、「農地などの

管理対策」でございます。優良農地を確保して農業生産力を維持する

とともに、農地利用の調整を図って生産環境を維持するために「農業

振興地域の整備に関する法律」と「農地法」を適正に運用してまいりま

す。また、国有地、主に農地でございますが、現調査、除草、雑木の伐

採、境界確定、使用許可などを行っております。この時期、非常に雑木

伐採と草刈のクレームが多くて、職員が自ら草刈機を持って国有農地

の草刈りなどを行っている事業でございます。 

１４番目に「農業農村整備事業の推進と効果の管理」でございます。

農業農村整備事業導入後の状況につきまして、アンケート調査などを

実施しております。事業の効果を確認いたしまして、今後の整備計画

に反映させていくという事業でございます。 

１５番目に「耕作放棄地対策」でございます。地域に悪影響を及ぼす
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耕作放棄地の発生の防止と解消を図るために、耕作放棄地を再生利

用する取り組みを支援しております。国・県の事業でございます。 

１６番目に「農産物の放射性物質検査」でございます。まだやるのか

というような意見もあろうかと思いますが、検査計画に基づきまして主要

農産物などの放射性物質検査を実施しております。出荷物の安全性の

確認ということで、本年度につきまして千葉地域では１０点の検査を予

定しております。先日、千葉市ではニンジンのサンプリングを行ったとこ

ろでございます。 

最後に、「千葉地域農林業振興普及協議会と千葉地区農業委員会

連絡協議会の運営」でございます。本年度、千葉地域農林業振興協議

会と千葉農業改良普及事業協議会を統合いたしまして、新たに千葉地

域農林業振興普及協議会を設立いたします。この事務局を千葉農業

事務所が務めさせていただきます。設立総会を５月３１日に予定してお

ります。また、千葉地区農業委員会連絡協議会の事務局も務めており

ます。各市の緊密な連携のもとに、制度改正への円滑な対応や農地の

利用集積及び農地法の適正な運用を推進してまいります。こちらは、

総会を５月２６日に予定してございます。また、ブロック別農業委員会研

修会を本年度は、１０月２５日に八千代市で開催する予定でございます

ので、日程調整のうえご参加くださいますようお願いいたします。 

企画振興課からは、以上でございます。 

 

はい、ありがとうございました。 

続きまして、引地様、お願いいたします。 

 

はい、引き続き改良普及課の活動についてご説明いたします。資料

１－③をご覧ください。 

改良普及課には、２１名の普及職員が配置されております。そのう

ち、千葉市を担当する千葉・習志野グループには７名の普及職員が所

属しております。改良普及課では５年ごとに作成する普及指導５か年計

画があり、これを基に毎年単年度の計画を作成しておりますが、お手

元の資料は２９年度に計画している千葉市関係の課題を列記したもの

でございます。管内全体では１８の課題を設定しておりますが、このうち

千葉市に関係するものとしては、千葉市を対象にした６課題と管内全域

を対象にした４課題の合計１０課題となっています。 

ここからは、個別の課題と対象をご説明します。まず、園芸ですが５

課題ございます。「秋冬にんじんを核とした園芸産地の維持」では、千
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葉東部地区のにんじん部会を対象に。また、「春夏にんじんを主体とし

た園芸産地の維持」では、幕張地区出荷組合連合会と習志野市のに

んじん部会を併せて対象としています。昨年度は、品質や収量の向上

のために施肥の改善や土壌改良などの栽培技術の改善を支援してま

いりましたが、規模拡大を志向する農家や新しく部会に加盟する農家

もでてきていることから、担い手の育成・確保に向けての支援にも力を

入れていく予定です。 

次に、「わけねぎを核とした露地野菜経営体の育成」です。土気地区

出荷組合連合会を対象に、わけねぎ、にんじん、キャベツなどの露地

野菜の生産支援をしております。この中で、産地としてはまだ規模は小

さいのですが、一昨年あたりから、わけねぎ、キャベツの作付が急激に

増加しております。これらの農家の規模拡大に向けての支援をしてま

いります。 

次に、「都市地域条件を生かしたいちご経営体の育成」は、市内２４

戸のいちご生産者を対象に本年度新規に課題化しました。いちごは生

産拡大を図りたい品目ですが、新たに栽培するためには施設の投資

が必要ですので、当面は厳冬期の生産量の拡大と、収穫後半の直売

や観光摘み取りの拡大などで所得の向上を支援してまいりたいと思っ

ております。 

次に、「都市地域条件を生かした花壇苗生産の向上」では、花見川

花卉研究会を対象にパンジー、ビオラの育苗技術の改良による年内出

荷量の増加や差別化による消費拡大により、所得の向上を支援してま

いります。 

次に、地域営農の課題が一つございます。「地域の人材を生かした

集落営農組織を核とした農地の集積・保全」では、板倉大椎地区を対

象に、地域の話し合いにより地域組織による水田の保全活動と、担い

手への水田集積を並行して支援してまいりたいと思います。 

続きまして、管内全域を対象にした課題でございます。多様な担い

手の育成ということで、４課題ございます。 

「新規就農者の営農技術向上と就農定着」は、農業事務所が主催す

る農業経営体育成セミナーです。３か年の講座で、新規就農者の基礎

的な栽培技術や経営能力を身に着けていただき、同時に仲間づくりを

進めてまいります。現在、５月中旬の開講式に向けて、１年目の基本研

修生の勧誘を行っているところです。ちなみに市内では、２年目の専門

研修生が８名、３年目の総合研修生が２名となっております。 

次に、「共同経営者としての能力向上」では、昨年度、県段階の女性
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農業者組織が再編されました。このため、千葉地域でも新しい組織に

誘導するとともに、若手女性農業者の育成も進めてまいりたいと思って

おります。 

続きまして、「農産加工による起業経営体の育成」です。いわゆる６

次産業化などにより、経営の多角化を進めてまいります。現在、研修会

などで、市内で１４戸を対象に農産加工による起業活動を支援しており

ますが、更にこのような農業者を増やすとともに新商品の開発などを通

じて所得の向上を支援してまいります。 

最後に、「酪農後継者の飼養管理技術・経営管理能力の向上」で

は、市内の「ＣＯＷ飼う会」８名の方が対象ですけれども、牛群検定デ

ータを活用した飼養管理技術の改善や、財務管理手法の習得。自給

飼料による飼料コストの低減などを課題に研修会などを実施してまいり

たいと思います。大変長くなりましたが、今年度の普及指導計画の課題

と対象について説明させていただきました。今後とも、関係機関の皆様

と連携して活動してまいりたいと思いますので、ご協力のほどよろしくお

願いいたします。 

 

はい、ありがとうございました。 

続きまして、千葉みらい農業協同組合 佐久間様、お願いいたしま

す。 

 

千葉みらい農業協同組合 佐久間でございます。よろしくお願いい

たします。 

お手元の資料２をご覧いただきたいと思います。 

こちらの資料につきましては、去る３月３０日に開催されました第１６

回通常総代会提出議案資料のうち、経済関係に係る資料となっており

ます。こちらにつきましては、既にご承認いただき本年度の事業として

取り組んでいるところでございます。説明の前に、本年４月から農協の

機構の変更がございましたので、先にご紹介をさせていただきます。 

「ＪＡ千葉みらい」につきましては、平成２６年８月１日に「ＪＡ千葉みら

い」と「ＪＡいんば」が合併しまして、３年目を迎えるところでございます。

本年４月からは、いままでの旧農協単位の地域本部制ということで、そ

れぞれ独立して活動してまいりましたが、この４月からは地域本部制を

廃止し、名実ともに新制「ＪＡ千葉みらい」ということで一本化されました

ので、今後ともよろしくお願いいたします。 

それでは、資料１頁目をご覧ください。こちらにつきましては、平成２
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９年度事業計画の基本方針でございます。農協事業につきましては、

総合事業ということで、それぞれ信用、共済などいろいろ記載してござ

いますが、３段落目、政府が農業所得の増大・地域の活性化を主たる

目的として進める中、ＪＡは自らの創意工夫と経営判断に基づき農業・

地域の発展に貢献するとともに、ＪＡの総合事業を通じて組合員の農業

所得の増大・地域の活性化への実現に向け、積極的な事業展開に努

めてまいるところでございます。その下、経済事業につきましては、昨

年度から実践しておりますが「第６次地域農業振興計画」の実践と、関

連機関と連携をはかりながら地元農産物の消費拡大並びに低コスト低

減対策へ積極的に取り組んでまいります。また、直販事業につきまして

は、若葉区小倉町にございます「しょいか～ご千葉店」をはじめとして、

「交流の場」として地域住民の意見などをいただきながら積極的にＰＲし

てまいります。詳細につきましては後程ご案内させていただきます。 

次に２頁目をご覧ください。２頁目につきましては、今年度の事業方

針。各事業部門別の内容でございます。最初に（１）指導事業でござい

ます。こちらにつきましては、先ほど申したとおりの内容が記載されて

おりますが、ＴＰＰの関係につきましても現状まだ不透明な中、これらの

ものに対応すべく地域農業の発展に向けまして、地域農業の振興計画

の実践に向けて取り組んでまいります。具体的な方策として、１）から７）

までございます。１点目として、全戸巡回相談活動。これはどういうこと

かと申しますと、ＪＡに販売していただいている農家、旧千葉みらい地

域の千葉市、習志野市管内では１，１３５戸、旧印旛地域の佐倉市、八

街市、四街道市につきましては１，１００戸、計２，２３５戸の農家を個別

に経済センター、また各支店の経済担当者が主となり、また農業顧問と

して県のＯＢの方々の協力を得ながら個々の農家に巡回訪問し、支援

に取り組んでおります。また、２）の販売事業につきましては、新たな新

規品目への取り組み、生産販売組織などの再編によりまして強い産地

づくりの体制強化を図ってまいります。４）につきましては、土壌診断な

どの実施により低コスト技術の普及。また、地力の増進ということで堆肥

の投入などを進めてまいります。また、６）につきましては、関係機関と

の連携をさらに強化し、農業生産の拡大に努めてまいります。７）の日

本農業新聞、こちらは農協の機関紙ということで、私どもの活動内容を

この紙面にどんどん掲載させていただきながら地元のＰＲをしてまいり

ます。下の表は今年度の指導に係る費用並びに収入でございますの

で、後程ご覧いただきたいと思います。 

続きまして、３頁の（２）担い手対策事業でございますが、これにつき
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ましては先ほど申しましたとおり全戸巡回相談活動などの継続というこ

とで、経済事業に限らず農協の総合事業という中で全事業一丸となっ

た総合的な取り組みの強化ということで努めてまいります。また、関係

機関や農地中間管理機構との連携、農地利用集積円滑化事業などに

よりまして、農地の貸借を進め優良農地を確保するとともに遊休農地の

解消に努めてまいります。本年度の農地貸借累積面積につきまして

は、３４ヘクタールを目標に取り組んでまいります。具体的な方策としま

しては、１）から７）までございますので、後程ご覧ください。 

続きまして、４頁の（３）販売事業でございます。こちらにつきましては

基本的な進め方として、市場などの出荷販売体制の強化ということで、

農業所得の増大に努めてまいります。また、実需者などとの連携を深

め、今までは作った物を売るということでありましたが、これからは売れ

るものを作って行こうということでございます。本年度の販売事業計画と

しましては、６４億円を目標に取り組んでまいります。具体的な方策とし

ましては、１）から７）までございます。１）ですが、県内ＪＡ・行政と連携し

一体となった中で「オール千葉」での販売ということで、農協単位では

なく、品目単位でそれぞれの農協と連携しながらスーパーや量販店に

数量をアピールし、積極的な販売に努めてまいります。次に、２）新たな

販路の拡大ということで、今まで市場などへの委託販売が主体でありま

したが、「契約販売」などを積極的に進め、流通体制の強化に努めてま

いります。４）米の集荷などの積極的な取組ですが、先ほど県からも説

明がありましたが、生産調整との関係で飼料用米などの面積の拡大と

いうことで農協も積極的に取り組みしてまいります。５）につきましては、

地元農産物を地元の小中学校への給食の食材として活用していただく

ために行政と連携しながら取り組みしてまいります。下の支店別の計画

などにつきましては、後程ご覧いただきたいと思います。 

続きまして５頁の（４）直販事業でございます。こちらにつきましては、

「しょいか～ご」の事業内容でございます。基本的な進め方として、消費

者のニーズが多様化する中、都市型の農産物直売所の特徴を活かし

た中で、消費者との交流の場をつくり、また、消費者への情報などの発

信ということで「しょいか～ご」を中心とした中で地域に根差した取り組

みを目指してまいります。本年度の事業計画として２４億１，０００万円を

目標に取り組んでまいります。具体的な方策として、１）から９）までござ

いますが、３）農業所得向上を目的に練馬店オープン、新店舗増設と

なっておりますが、既にご存知の方もおられるかもしれませんが本年３

月７日に都内練馬に「しょいか～ご」の新たな店舗をオープンしました。
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また、昨日、京成千葉中央駅前のショッピング街に「京成千葉中央店」

をオープンし、盛況の内に初日を終えたところです。７）ですが、幅広い

年齢層に喜ばれるイベントなどを積極的に開催し、農業への理解を深

めていただけるような活動に努めてまいります。９）ですが、農業従事者

が高齢化していく中で、直売所などにつきましては「生涯現役」の活動

という中で、楽しみながら農業を続けていただけるよう推進してまいりま

す。 

続きまして６頁の（５）購買事業でございます。基本的な進め方としま

しては、合併によるスケールメリットを活かした仕入れの強化などをして

いく中で、今農業新聞などにも色々農協改革の中で言われております

が、予約注文を積極的に進めた中で、ある程度数をまとめたロットのス

ケールで仕入れ価格などの引き下げに取り組んでまいります。本年度

の事業計画として、２６億４，０００万円を目標に取り組みしてまいりま

す。具体的な方策として、１）から７）までございます。１）につきまして

は、先ほど申したとおり予約注文などの活用により積極的に展開してま

いります。また、全農の事業改革にもございますが、肥料などの銘柄集

約、今４００銘柄あるものを１０銘柄程度に絞り込み、ロットの拡大をしな

がら価格の引き下げを行う。また、農薬につきましては、ジェネリック品

や大型容器などの導入によりコスト低減を図ってまいります。説明につ

きましては、以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

はい、ありがとうございました。 

続きまして、植草農政部長よりお願いします。 

 

はい、改めまして千葉市農政部です。始めに農政部の執行体制に

ついてですが、お手元の資料３－①をご覧ください。今年４月の組織

改正によりまして、農業委員会事務局が農政部農地活用推進課を併任

する執行体制となりました。これによりまして、農政部は農政課、農地活

用推進課と農政センターの２課１事業所体制となりました。なお、農政

センターには、農業経営支援課と農業生産振興課がございまして、職

員数は合計で６８人となりました。 

続きまして、農政部の主要事業についてご説明いたします。資料３

－②をご覧ください。最初に農政課ですが、「農業振興地域整備計画

の変更」でございます。これは、農業振興の基盤となる優良農地の確保

を図るため、農用地などの面積、土地利用や農業就業人口の規模など

の現況と将来の見通しなどに関する基礎調査を行うもので、予算額とし
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て７００万円を計上してございます。 

次に、「地産地消の推進」ですが、新鮮で安全安心な農畜産物を市

民に供給する地産地消の取り組みを拡大するため、今年度は生産者、

飲食店に加えまして、新たに消費者にも参加いただく産地見学会を開

催するほか、今年度からスタートする地産地消推進店登録制度では、

地産地消に積極的に取り組む飲食店、直売所などの認知度を高め、よ

り多くの来客を呼び込むための登録店ＰＲを行ってまいります。このほ

か、市街化調整区域での農家レストラン開設を支援するためのセミナ

ーを開催してまいります。予算額は、２３１万２，０００円を計上いたしまし

た。 

次に、「農地中間管理」でございます。経営規模の拡大を図る担い手

に農地を集約するため、千葉県農地中間管理機構へ農地を貸し付け

た地域、若しくは個人に対しまして貸付面積、貸付割合などの条件に

応じ、国の協力金を交付するものでございます。先ほど県の農業事務

所の方からご説明がありましたが、千葉県は全国で３３位ということで、

今年度予算として１，１９０万円を計上しておりまして、これによりまして

本市としていくらかは千葉県に貢献できるものと考えております。 

次に、「多面的機能支払交付金」ですが、地域内の農業者などが共

同で取り組む農道、用水路などの草刈り、水路の泥上げなど、地域ぐる

みで行う活動に対し支援するもので、予算額は国、県、市合わせた交

付金などで９７０万２，０００円を計上いたしました。 

次に、農政課及び農政センターの事業でございます。「都市農業対

策」ですが、市民が気軽に農業に親しめる場を提供するため、市民農

園を開設する際の整備費用の一部を補助します。また、農政センター

内の圃場を活用して、野菜作りの初心者を対象に市民農園を身近に

感じて楽しんでもらえるよう、市園芸協会が栽培指導を行います市民農

園利用者養成講座を開催します。 

２頁をご覧ください。こちらは、新たに設置した農地活用推進課でご

ざいます。「人・農地プラン」これは従前、農政センター農業経営支援

課が所管しておりましたが、課の新設に伴いまして事務事業を移管し

たものでございます。持続可能な農業の実現を図るため、地域で話し

合い将来の地域の中心となる経営体を確保し、農地の集積を促進する

ための人・農地プランを既にございます３地区から、さらに細分化して

充実させることを目的に地域における審査、検討などを行ってまいりま

す。 

なお、この７月から、既に４月１４日で募集が終了した新たな農業委
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員会委員のもと、これまで以上に農地利用の最適化に取り組む体制に

移行しますので、一層の事業の推進に努めてまいりたいと考えておりま

す。 

続きまして、農業経営支援課でございます。「新規就農の推進」です

が、新規就農者を確保・育成するため、農業に必要な技術や経営方法

などの習得を目的とする新規就農希望者研修を行うとともに、就農後の

定着を図るため一定の要件を満たした農業者に対し、国の旧名称で申

し上げますと青年就農給付金、新たな名称ですと農業次世代人材投

資事業による支援を行います。予算額としましては、３，６７４万２，０００

円を計上いたしました。 

次に、「農業後継者対策」ですが、次代を担う農業生産の担い手が

円滑な農業経営が行えるよう農業後継者に対する各種支援を行うもの

で、定年帰農者研修、利子補給などを実施いたします。 

次に、「いずみグリーンビレッジ」ですけれども、若葉区いずみ地区

の農村地域が持つ豊かな自然環境などの地域資源を活用し、富田、

中田、下田の３拠点施設で実施いたします農業体験や、花に関するイ

ベントなどを通じて都市部と農村部の交流を促進するものです。このた

び、この３拠点施設が市民の皆様により親しんでいただけるよう、３頁に

記載の「愛称」と「ロゴマーク」を作りました。今後、あらゆる場面でこの

「愛称」、「ロゴマーク」の周知を図りまして来訪者の増加、それと地域の

さらなる活性化を図ってまいります。予算額は、この３拠点の管理・運営

費ということで５，５０７万９，０００円計上してございます。 

続きまして、４頁の農業生産振興課でございます。「農業生産団地育

成」ですが、生産性の高い農業経営体を育成するため、市の単独事業

であります「生産団地育成事業」に加えまして国の経済対策、先ほど県

の農業事務所の方から説明がありましたが、「産地パワーアップ事業」

を活用しまして、作業の効率化や省力化を図る農業用機械施設整備

に対し、補助いたします。予算額として、３億３，８５６万７，０００円を計

上いたしました。 

次に、「有害鳥獣対策」ですが、農作物被害を軽減し、農作物の安

定生産を図るため、市の鳥獣被害防止対策協議会による有害鳥獣の

捕獲、処分などの被害防止対策経費の一部を補助するもので、被害額

が増加傾向にあり対策を講じることができる「ハクビシン」、「カラス」、「イ

ノシシ」につきまして、引き続き対策を講じてまいります。なお、今年度

はこれまで追い払いのみ実施してまいりました「カラス」について、新た

に捕獲を行うとともに「イノシシ」対策として、電気柵設置助成をすること
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としております。予算額は、３９１万３，０００円でございます。 

次に、「水田農業振興」ですが、経営安定と農地の保全を図るため、

無人ヘリコプター等による水稲の病害虫共同防除に係る費用を補助す

るほか、国の経営所得安定対策等を活用して需要に応じた米生産を推

進するとともに、主食用米を生産する農業者が飼料用米等を生産する

場合、作付面積に応じて作付に要する経費の一部を補助します。予算

額は、７２８万５，０００円でございます。 

次に、「環境保全型農業推進」ですが、土づくりを基本とした農地の

土壌診断を行うほか、農薬、化学肥料を削減する取り組みに対する交

付金や、農業用廃プラスチックの回収・適正処理など環境への負荷に

配慮した農業を推進してまいります。予算額は、４７３万円でございま

す。 

次に、「流通体制確立対策」ですが、市内で生産される主要な野菜

の価格が低落した際に、過去の平均価格との差額を補填し、生産者の

生産意欲の向上、それと農業経営の安定を図り、計画的な生産及び出

荷を進めてまいります。予算額は、１，２９５万８，０００円を計上してござ

います。 

最後に、「畜産振興」でございますが、安定的な畜産経営基盤を確

保するため、生産性の向上や経営改善などに対する支援を通じまし

て、効率的で生産性の高い畜産経営体を育成してまいります。今年度

は新たに、家畜伝染病の発生予防や蔓延防止のため、家畜伝染病を

伝播する昆虫の進入防止対策に必要な資材購入に対し補助するほ

か、全国的に乳用雌子牛の生産頭数が減少する中、優良後継牛を確

保するため、市内酪農家を対象に性判別精液、受精卵の購入費用を

補助いたします。予算額は、３３６万７，０００円を計上してございます。 

農政部の主な事業の説明は、以上でございます。 

 

ありがとうございました。 

以上、関係機関の方々に平成２９年度の事業計画についてご説明

いただきました。 

ただ今の説明について、ご質問などがありましたらお願いします。 

はい、中村委員どうぞ。 

 

農政部の方から先に伺いたいのですけれども、新規就農について

は毎年何名で、今年度の予算では何名位を想定しているのかお伺い

します。農政部だけではないと思いますが、農家の皆さん高齢化が進
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んでいく中でそれを食い止める、若しくはその手当てを図る。 

引きとめるには今農業をやっていても中々生活していくのが厳しいと

いうことで辞めざるを得ない、体力的にもかなりハードであるなと実感し

ていますので、その辺りを経済的に支える制度がないと継続してやっ

て行くことが大変だなと思いますので、その辺りの見解を伺います。 

また、今、国では種子法の廃止について議論されていますが、これ

に伴って「米」、「麦」、「大豆」を含めたものへの対策と、やはり「米」を守

ってほしいという側で農政としては安全な食物を提供するという立場で

やって行っていただくべきではないのかなと思いますので、そのことに

関して県としてどの様な対策を講じようとしているのでしょうか。今、大豆

なども遺伝子を組み換えたものが蔓延している状況で危機感を募らせ

ているのですが。その辺りのことについて、ご見解をお聞かせいただき

たいと思います。 

 

一つ目の新規就農の件につきまして、新規就農希望者研修を毎年

農政センターで行っております。これは、平成１８年度から始めていて

既に１０年以上経ちます。枠としては、毎年５人の枠を取っております。

ただ、ここ数年の傾向として、５人の募集に対して４人であるとか３人と

いう状況にあり、募集枠の５人を割り込んでいます。ただ、それだけで

すと高齢化、後継者不足の中で個人的に新規就農者を募集するだけ

では追いつかないわけですから、例えば農地中間管理事業ですと

か、国の産地パワーアップ事業を活用しながら個人の参入のみならず

法人の参入にも力を入れ、千葉市に来ていただき施設栽培を通じて

地域雇用の創出や研修制度、或いは国の旧名称ですと青年就農給付

金がありますので、これらを活用して個人、法人の参入を促して後継

者不足に対応してまいりたいと思います。 

次に、高齢化やリタイヤする方がいる中で経済的な支援についてで

すが、所得の落ち込みや低所得に対しての支援については、市の予

算的な対応が困難であり、我々としましては、例えば労働力不足であ

れば農業版ハローワーク事業がございますので、ここで雇用を確保す

るとかボランティアを募るなど、経済的な支援は対応が困難ですが労

働力の支援について力を入れていければと思います。 

 

種子法につきまして、農業事務所では直接事務を所掌しておりませ

んので本日資料を持ち合わせておりません。申し訳ございません。先

日、担当する部署に問い合わせたところ種子法廃止後も生産者の皆
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様に影響が無いような対策をとるということでした。具体的に何をどうい

う形で影響が無いような対策をとっていくのか、本日手元に資料を持ち

合わせておりませんので、確認いたしまして後日事務局を通じて改め

て資料を提供させていただきたいと思います。 

先ほどの新規就農の所得の補填についてですが、旧青年等就農給

付金は使途の制限が無く、何に使っていただいても結構ですという資

金です。今年度からの農業次世代人材投資事業につきましては、一

旦給付金を給付した後、やはり自分は農業に向いていないという方

は、３年目に離農していただければ、既に受給した給付金を返さなくて

も良いということで、今までは、定着率が非常に低いということが問題と

なっていたのですが、先ず自分が向いているかを見極める期間を実

質設けていただけたということで、非常に良い改正であったなと思いま

す。逆の意味で言えば本当にやる気のある方が残っていただける制

度に改正されたのだなと思っております。あと、３年目に非常に農業経

営が順調にいった場合には、３年で給付金を一旦休止しまして、他の

方に給付金をまわしていくという制度にもなっております。やる気のあ

る方たちに、より手厚く支援するような改正となっておりますので、詳細

につきましては、担当者会議などでお伝えしてまいりたいと思います。

是非、給付金をご活用いただけますようお願いいたします。 

 

新規就農者が５人に満たないということで、実際に本人自身が今後

農業一本でやろうとする本当に若手の人というのは、色々な意味で意

欲と一定の資金を持っていないと、なかなか新規就農に踏み出すこと

ができない。前に新潟市とか津南町に行かせていただいたときには、

先ず住居の確保をしたり、I ターンではないですけれども、元々都内に

暮らしていた方が田舎に行き、そこで暮らすための支援が講じられて

いると伺いました。千葉市とは状況が違いますが、農業を支援する手

立てが必要だなと感じています。 

種子法の件は、この場でどうのこうのということではありませんが、県

も農業試験場があり、今後、これに関わって「米」をちゃんと守るという

立場でやって行っていただきたいと思います。 

所得の落ち込みの件で支援が難しいということでしたが、去年も台

風の被害等で実際相当な打撃を受けて、予定通り米の収穫が出来な

かったということで、農林水産省に交渉に行った時に、それぞれの現

場の農家の方のお話では、田のぬかるんだところに農機がはまってし

まい、それを引き上げるために１０万円程掛かってしまったということで
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した。結果的に被害を受けた人たちへの補償がほとんどない中で、大

きな災害を受けた人が補償なしで経営を続けるということがかなり困難

で、資金繰りもかなり大変だということで、頑張ってやっている人たちが

報われないなと思われますので、その辺りの工夫を千葉県や千葉市

だけのことだけではないので、国にも求めていきたいと思いますので、

是非対応を図っていただければということを申しあげて終ります。 

 

他の方、ご質問ございますでしょうか。 

はい、長谷川委員どうぞ。 

 

千葉県と千葉市に伺いたいのですけれども、「担い手育成及び集落

営農の推進」のところで、農地中間管理事業の活用が千葉県で低いと

いうお話がありましたが、活用しない理由が何かあるのでしょうか。 

 

まず一つ目ですが、あまり制度が周知されていなかった、そんなこと

知らないよという声が聞かれました。それから、既に他の仕組みで利用

権などが設定されていて、合意解約してまでやる意味があるのかと。 

また、相対で貸付が成立しているものについてまで、わざわざ中間

管理事業を使う必要があるのか、というような声があります。あと、実質

的な担い手への集積が進まない理由としましては、やはり条件が良く

ないということで、排水対策や園芸関係ですと施設が建てられるような

条件ではないということで、千葉県に農地を求めていらっしゃる新規参

入の方が沢山いらっしゃるのですが、現地を見て諦めるというケースも

ございました。 

 

本市の状況について、ご説明いたします。元々農地中間管理事業

を使う、使わないに関わらず、中々貸し手の方が先祖代々の農地を貸

すことに非常に抵抗があるということが、我々現場に行って感じている

ことです。要は知らない方に貸したくないということです。一方で隣近

所の人だから貸したくないという声もございます。何れにしましても、貸

すことに抵抗を感じているということです。あと、借りる側の話になりま

すが、実際に現地を見たりしますと条件が悪いということです。例え

ば、接道条件が悪いとか、面積的に作業効率がよろしくないと、そうい

ったところがありミスマッチの現象が起きているのが現状です。 

その中で、一つは個人では中々広い面積を担うことが難しいというこ

とで、千葉市としましては、例えば土地改良区などの広大な水田に法
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人の参入を促して、先ほどご説明した農地中間管理事業での出し手

側に対しての支援・補助、それと借り手側に対しては産地パワーアップ

事業などを使って、参入するにあたって施設・ハウスの整備、機械を導

入する中で効率的な出荷を図るということで、貸す側、借りる側双方に

メリットがあるように我々も現地に入って、地権者に説明し、或いは企業

側にも補助メニュー、支援メニューがあるということを説明して、参入を

促しているという状況です。 

 

今、条件の悪い土地について、その条件をよくするための補助事業

があるのかどうか。それと、農地中間管理事業の交付金について、国

の交付金に市として上乗せする考えがあるのかどうか、お伺いします。 

 

国の交付金に市が上乗せすることは、本市では行っておりません。

あくまでも、メニューを選択していただくこととなります。 

 

なぜ、上乗せできないのでしょうか。 

 

端的に申し上げますと、本市の財政状況が一つにありますし、我々

の補助要綱にも上乗せをしないということで、要綱を整備してございま

す。今後、本市の財政状況が好転した場合には、そこは要綱の改正を

していければと考えます。 

悪条件の土地についての施策としては、原則として交換分合等をや

って行きながら出来れば農地の集約化を図りながら、効率的に出来る

よう地域に働きかけていくしかないかなと思います。 

 

他の委員方、いかがでしょうか。 

はい、齊藤委員どうぞ。 

 

県にお尋ねしたいのですけれども、９「制度資金の推進」の中で、周

知を徹底するということは是非やっていただきたいし、農協でもやって

行くつもりですが、一昔前は、近代化資金というのは主に補助融資で

あったことは課長もご存じと思います。 

今、補助事業が非常に少なくなってきておりまして、国、県、市それ

ぞれの要綱があり、植草部長がおっしゃったとおり市の財政事情、県

の財政事情があると思うのですが、補助事業の拡大について、国に対

して、或いは県の中で拡大していただけるよう要望します。 
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それから、１０「食品表示の適正化」についてですが、遺伝子組み換

え食品の表示がある品目が幾つかございます。品目数が限られており

ます。その他は、国が大丈夫であるということで表示されていない食品

がございます。これはですね、消費者が安全・安心の中で選択できる

ように、是非国に要請していただきたい。少なくとも、これは安全だから

いいという考え方ではなく、消費者が見て選択できる制度にしていた

だきたいと思っております。 

次に、来年からの米の生産調整については、国は直接関わらないと

いうことですが、県の方では引き続き運用していくと伺っております。こ

れにつきましても、答えがありましたらお願いします。 

 

１点目の園芸振興を含めた補助事業の拡大と県・国への要望につき

ましては、承知いたしました。年に一度、農林水産部長が農林水産本

省の各課を訪問して、要望書を提出する機会がございます。その中で

要望として入れてほしいということで本日、ご要望を承ったことを本庁

の方へ伝えてまいります。 

また、食品表示に係ることで、遺伝子組み換えの表示の徹底につき

ましても本日、ご要望を承ったことを担当を通じてまして国に伝達させ

ていただきたいと思います。 

米の配分の来年度からの対応についてですが、３０年度から国から

の配分は無くなっても、県につきましては引き続き目標面積ということ

で、ご提示させていただくというふうに伺っております。３０年産につき

ましては、大きな混乱が無いようにということでございました。具体的な

配分の計算であるとか、時期につきましては、担当者会議等でお示し

したいと考えております。 

 

ありがとうございました。他にございますか。 

質問等がないようですので、本日は、千葉県千葉農業事務所、千葉

みらい農業協同組合、市農政部におかれましては、ご多忙のところご

出席いただき、ありがとうございました。 

今後とも、本市農業の発展のため、ご尽力くださいますようお願い申

しあげます。 

以上をもちまして、平成２９年度第１回農業振興部会を閉会いたしま

す。 

 

（閉会：午前１１時２０分） 



 

 

 


